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平成２０年９月大和市教育委員会定例会 

 

○平成２０年９月２６日（金曜日） 

○出席委員（５名） 

 １番 委員長職務代理者   田 村   繁 

 ２番 委      員   長谷川 愛 子 

 ３番 教  育  長   山 根 英 昭 

 ４番 委      員   奥 原 美 帆 

 ５番 委  員  長   鈴 木 健 次 

 

○事務局出席者 

教育総務部長 山 口   進 総 務 課 長 井 上 純 一 

学校教育課長 大 澤 一 郎 保健給食課長 浜 田 和 博 

指 導 室 長 中 村   敦 教育研究所長 伊 藤 恵 子 

生涯学習部長 熊 谷   薫 社会教育課長 堀 内 一 雄 

スポーツ課長 林   武 人 
生 涯 学 習 

センター館長 
小 方   明 

青 少 年 

センター館長 
阿 部 通 雄 図 書 館 長 伊 東 美紀子 

○書  記 

総務課庶務 

調 整 担 当 

課 長 補 佐 

池 田 直 人   

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 前会会議録の承認 

 ４ 会議録署名委員の決定 

 ５ 教育長の報告 

 ６ 議   事 

   日程第１（議案第４３号） 大和市教育委員会の職員の職の設置等に関する規 

                則の一部を改正する規則について 

   日程第２（議案第４４号） 平成２１年度県費負担教職員人事異動方針（案） 

                について 

   日程第３（議案第４５号） 大和市教育委員会委員長及び委員長職務代理者の 

                選任について 

   日程第４（議案第４６号） 大和市教育委員会職員の人事異動について 

 ７ その他 

 ８ 閉   会 
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  開会 午前１０時００分 

○鈴 木 

 委員長 

  傍聴の方に申し上げます。傍聴人は議事について可否を表明したり、

審査に支障を来すことのないよう、念のために申し上げておきます。 

 それでは、ただいまから教育委員会９月定例会を開催いたします。 

 会議時間は、正午までといたします。 

 前会の会議録は、署名委員の署名をもって承認されました。 

 今会の署名委員は４番の奥原委員、１番の田村委員にお願いいたしま

す。 

 続いて、教育長の報告をお願いします。 

○山 根 

 教育長 

  今年の夏休み中は、多くの方々のお力添えもあり、今日まで大きな事

故もなかったことを、本当に感謝いたします。 

 それでは、８月２０日以降の件につきまして、ご報告いたします。 

 １番、「第３回やまと おもしろ科学館」ですが、これからも、継

承、発展させていくべきものと感じました。「面白いこと」、「不思議

なこと」によって、子どもたちだけでなく、大人も知的な刺激を受ける

このような場面を見ますと、以前から、子どもたちの「科学離れ」、

「理科離れ」ということが言われていますが、決してそうではないので

はと思います。 

 ９番、大和童謡の会２０周年記念例会ですが、ここでは奨学基金の寄

付をいただきました。 

１１番、運動会ですが、これは、残念ながら雨に泣かされて、各学校

とも大変苦労されたと思いますが、この後も、運動会がありますので、

時間がございましたら、参加よろしくお願いしたいと思います。 

 １２番、全国交通安全運動ですが、２１日から期間が始まります。６

月に道交法の改正もありまして、これを契機に、子どもたちに対して

も、大人自ら遵法精神で範を示していかなければいけないと思っており

ます。 

 第３回市議会定例会ですが、本会議が１日、２５日にありました。一

般質問が、１７日から１９日まで、文教市民経済常任委員会が９月４日

にございました。 
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 １９年度の歳入歳出決算につきましては、全員起立の中で認定されま

した。それから、「国・県に私学助成制度の充実を求める意見書の提出

を求める陳情書」、これも全員起立で採択されました。「大和市の私学

助成制度拡充を求める陳情書」については、起立少数ということで、不

採択となりました。「義務教育費国庫負担制度存続、教職員定数改善計

画早期策定を求める陳情書」については、全員起立で採択されました。 

 続きまして、一般質問ですが、２３名のうち７名からご質問をいただ

きました。 

 まず、岩崎議員からの「環境教育について」ですが、学校では環境教

育にどのように取り組んでいるのかという趣旨のご質問でした。 

 環境教育の内容は、河川の汚染、二酸化炭素の増加、エネルギー問

題、生態系の破壊、リサイクル、食の安全など、多岐にわたっていると

いうことを、お答えいたしました。 

 古木議員からの「教育問題について」ですが、学校保健法、事故補償

についてのご質問をいただいております。 

 本市では、登下校や部活動を含む学校管理下で、事故等により負傷し

た児童・生徒を対象に、学校災害補償として、独立行政法人日本スポー

ツ振興センターの災害共済給付制度により、給付金を支給し、保護者の

医療費負担軽減を図っておりますことを、お答えしました。 

 また、「学校給食における、食材の確保と学校給食費について」のご

質問もいただいています。 

 原材料費の高騰が続き、安全で栄養の高い食材の確保や、献立の作成

が非常に難しくなっておりますので、学校給食費検討委員会で、給食費

の適正な額について検討していただき、速やかに結論を出したいと考え

ておりますということを、お答えいたしました。 

 続きまして、窪議員からの、「小中学校の教具及び遊具等の設置状況

と老朽化と破損施設等の改善」につきまして、質問をいただきました。 

 小学校には１０種類を超える総数約３５０の体育器具と遊具、中学校

には、８種類、総数約２００基の体育器具を設置しております。ブラン

コやシーソーなどの活動式の鉄製遊具や丸太飛び石、丸太平均台などの
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木製遊具は、点検等で危険性を判断し、学校と調整した上で撤去いたし

ております。ただし、サッカーやバスケットゴールなどは、老朽化した

ものは撤去した後、更新を行っております。 

 次に、平山議員から、「ひきこもりの若者や日本語の指導が必要な外

国人児童・生徒の支援」につきまして、ご質問を受けております。 

 電話による相談を受け、状況により訪問等によるカウンセリングを行

い、１対１のコミュニケーションが図れるよう個別支援を行っておりま

す。スクールソーシャルワーカーによる訪問相談も行います。 

 県の青少年サポートプラザなどのグループワークに参加し、市のヤン

グキャリアカウンセリングを紹介するなど、自立に向けた支援を行って

おります。 

 支援が必要な外国人児童・生徒が、学校に１人でも在籍する場合、日

本語指導員を定期的に、あるいは要請に応じて外国人教育相談員を派遣

いたしております。また、実情に合わせ、ボランティアの方が学習支援

を行っておりますということを、お答えしております。 

 続きまして、青木議員から、「教育について」の質問をいただいてお

ります。二学期制導入後の検証についてということです。 

 毎年度、市内各小中学校に対し、二学期制に関するアンケート調査を

実施し、学校訪問の際にも聞き取りを行っております。また、保護者の

声もアンケートでお聞きいたしております。 

 導入前の１７年度に比べて、授業実数が１０時間から２０時間程度増

えた、あるいは、夏休み前の学習は、休み直前までしっかりと取り組め

たなど、お声をいただいております。今後もアンケートや学校訪問で検

証をしてまいります。 

 また、「家庭の教育力低下への対策について」のご質問も受けており

ます。 

 １４年度に立ち上げました家庭・地域教育活性化会議は、その対策の

一つであり、子どもたちの人間関係の希薄さを解消するため、ふれあい

広場やクリーン作戦など、さまざまな行事や取り組みを通して、家庭・

地域や学校のつながりを目指しております。また、幼児家庭教育学級、
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児童家庭教育学級など、保護者が学ぶ機会もつくっております。今後も

学校と家庭や地域が連携していく中で、教育力を高めていくことが必要

であると考えております、とお答えいたしております。 

 古澤議員から、「雨水災害と地震対策」につきまして、ご質問を受け

ております。雨水に関しては、親水についての事故予防対策についての

ご質問でした。 

 引地川等に設置している親水施設の利用については、水難事故に関し

て十分な注意が必要であると認識しておりますので、各小中学校への安

全指導の周知徹底を図っておりますと、お答えしております。 

 地震対策の件につきましては、耐震化に関するご質問でした。文部省

が進めるＰＦＩ手法を検討すべきではないかということです。 

 学校の耐震化を進める手法として、初期投資が少なく、管理的で多く

の施設整備の実施が見込める有効な方法の一つととらえ、建替予定の小

中学校の体育館６校について、検討をしていきたいと、お答えしており

ます。 

 吉澤議員の、「金銭教育」につきまして、金銭教育の実態は、という

ご質問でした。 

 各学校では、金銭教育を、各教科、道徳、特別活動においての指導や

総合的な学習の時間などで取組んでおります。小学校低学年は、生活

科、中学年は、例えば、社会科で商店街を見学することで社会とのつな

がりを考えるということを行っています。また、小学校高学年では、家

庭科等で健全な金銭感覚を身につけさせる指導、あるいは、中学校の社

会科では、消費生活や経済活動の意義、あるいは、技術家庭では家庭の

収入と支出や経済活動の仕組み等について学ぶ機会がございます。職業

調べや職場体験、奉仕活動などが今後の生き方について考えるきっかけ

にもなっております。金銭教育は、家庭生活と密接にかかわっておりま

すので、家庭との連携が不可欠になっております、というお答えをいた

しております。以上、概要を報告させていただきました。 

 今後の予定につきましては、後ほど資料をご覧いただきたいと、思い

ます。 
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○鈴 木 

 委員長 

  教育長の報告が終わりました。 

 質疑がありましたら、どうぞ。 

 長谷川委員。 

○長谷川 

委  員 

 

  ９月１日防災の日ということで、小中学校で、避難訓練、帰宅訓練、

引き渡し訓練などが実施されたと思いますが、関連して質問させていた

だきます。 

 小学校は、東海地震の警戒宣言が発令された想定で、早く帰宅させる

ために、保護者が、学校まで児童を迎えに行く引き渡し訓練ということ

で、中学校の場合は、それを帰宅訓練として行い、私は保護者として、

参加していたのですが、その形と、訓練の実施状況について、現状を教

えていただけますか。 

○中 村 

 指導室長 

 平成１8 年１月に、「学校における地震防災活動マニュアル」が、神

奈川県教育委員会から出されまして、その中で、注意情報の発令といっ

た、警戒宣言の前の状態において、学校は、速やかに対応しなければな

らないと明記されたことに基づき、各学校での対応が行われておりま

す。 

 具体的には、注意情報が発令されますと、校内に、災害対策本部が設

置されます。そして、児童・生徒の帰宅等の安全確保ということで、各

学校、特に小学校においては、その引き取り訓練、中学校におきまして

は下校という形での訓練が行われています。 

 ただ、特に帰宅困難の児童・生徒につきましては、学校での保護とい

うことも想定して行われております。 

○長谷川 

 委 員 

 

  私の子どもの学校は、全員、原則帰宅ということなのですが、注意情

報の段階では、想定何時間後に地震が起こるといったような時間の幅も

あるとは思いますが、学校は避難所になるぐらい安全な場所となってい

るはずなのに、そこから子どもを１人で帰宅させるということが原則に

なっていることについて、何か疑問を感じます。 

 最終的には、家族と合流するにしても、原則帰宅について、選択制と

するなどの工夫は考えられないのでしょうか。また、中学校は、自宅か

ら遠い子もいますし、交通機関を使う学校も１つあります。県の教育委
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員会からのマニュアルがあるということですが、保護者の一人として、

子どもがそういう事態に遭遇したときのことを想定すると、温度差があ

るように思います。実際に、私以外にも保護者から何か不安の声などな

いのかどうか、この機会に伺いたいと思います。 

○中 村 

 指導室長 

  今回の防災訓練に際して、学校から、不安の声があるという話は入っ

てきてはいません。ただ、長谷川委員が言われました方法も必要性を感

じています。最適な方法を検討し、学校に働きかけたいと思います。 

○長谷川 

 委 員 

  ぜひ、ご検討をいただきたいと思います。 

○鈴 木 

 委員長 

  ほかに、教育長の報告に対する質疑はございますか。 

 奥原委員。 

○奥 原 

 委 員 

  感想と質問ですが、まず、１から１２番の教育長の報告の中で、７項

目の中にスポーツや体育という言葉が入っておりまして、夏の終わりか

ら秋にかけて季節に合った取り組みがされているな、という感想を持ち

ました。 

 質問ですが、一般質問の「金銭教育について」です。 

金銭教育といいますと、金融機関などの民間企業の協力による出前授

業で、銀行の仕組みや株の仕組みを教えているという実例を、聞いたこ

とがあるのですが、大和市では、そのような取り組みはあるのでしょう

か。 

○山 根 

 教育長 

  お金に関する直接的な事項に関しては、大和税務署に出前授業を依頼

しています。市内の小中学校においても、全校ではありませんが、希望

のあるところに行っております。 

○田 村 

 委 員 

  古木議員の質問で、給食の食材の確保と給食費のことがございまし

た。 

 今、食の安全ということが非常に脅かされている時代で、先ほどお伺

いしたところでは、汚染米の問題は、幸い大和にはないということで、

一安心しているわけですが、なかなか入手ルートが複雑で、確実にとら

えるのは難しいと思いますが、徹底してルートをはっきりしていただい

て、安全確保をぜひお願いしたいと思います。 
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 保健給食課長に、何かお考えがおありでしたらお聞きしたいと思いま

す。 

○浜 田 

 保健給食 

 課 長 

 

  田村委員のおっしゃったとおり、今般の汚染米、事故米など、近隣の

市で、事故がございました。 

 私どものほうでは、慎重に確認しました結果、汚染米、メラミンなど

の混入については、一切ないということでございます。加工品というこ

とでは、一部みりんやしょうゆの成分として、「もち米」が使われてい

たということで、栄養士を中心に、ルートを遡って調査をいたしまし

た。中間業者が介在していますので、非常に難しかったのですが、それ

を先週末から今週初めにかけて行いました。 

 ルートが非常に複雑でございますので、財団法人神奈川県学校給食会

とも話をしまして、今後、成分の証明を取り寄せる方向も、検討してい

きたいと考えているところでございます。 

○長谷川 

 委 員 

  一般質問の中の、「教具や遊具等の設置、老朽化」についてですが、

体育用具に限らずすべての遊具についての点検は、１年に１回もしくは

何回かということで行っているのか、それとも、共通の点検ための人員

が市内を回って点検をしている体制なのか、お伺いします。 

○井 上 

 総務課長 

  まず、状況をただちに確認できる学校で日々安全を確認するというこ

とがまず一点。加えまして、年１回、遊具やサッカーゴールなどの体育

用具を、専門業者に委託して点検を行い、安全状況についてのランクづ

けをしております。 

 いずれかのチェックで、安全性から使用できないと判明したものにつ

いては、すべて更新をしております。基本的には、学校に関しては、危

険なものについてはすべて対応している状況でございます。 

○長谷川 

 委 員 

  確認で伺いたいのですが、専門業者というのは、点検の専門業者なの

か、それとも、販売などの業者が納入先への点検ということで回ってい

るのか、どちらでしょうか。 

○井 上 

 総務課長 

  当然、製品についての知識も持っていますが、あくまでも、点検に関

しての専門業者でございます。 
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○長谷川 

 委 員 

  ありがとうございます。 

 昨今、学校での何か痛ましい事故があったときに、学校の責任がクロ

ーズアップされる部分もありますし、何より児童生徒の身を守る安全対

策ということで、点検ということについては、多少の予算は費やしてで

も必要ではないか思いましたもので、質問をさせていただきました。 

○鈴 木 

 委員長 

  ほかにございませんか。 

 ないようですので、教育長の報告に対する質疑を終了いたします。 

   

 ◎議  事 

 

○鈴 木 

 委員長 

  それでは、議事に入ります。 

 日程第１ 議案第４３号「大和市教育委員会の職員の職の設置等に関

する規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。井上総務課長。 

○井 上 

 総務課長 

  今回の一部改正する規則の提案につきましては、先般、教育委員会８

月定例会におきまして、社会教育課長からご報告させていただきまし

た、（仮称）大和市文化芸術振興条例の策定に関しまして、円滑かつ適

正に業務を進めるために、１０月１日から専任の課長補佐を設置させて

いただきたく、必要な規則改正についてご審議をお願いするものでござ

います。 

 資料の４枚目になりますが、現行規則をご覧いただきたいと思いま

す。第４条ですが、現在、課長補佐につきましては、担当に置くことと

規定されております。しかし、今回予定されている専任の課長補佐を置

く規定はありません。したがいまして、今回、専任の課長補佐を置くこ

とができる改正を行う内容でございます。 

 それでは、お戻りいただきまして、新旧対照表をご覧下さい。第７条

第１項に、「担当課長」の次に「課長補佐」を加え、教育委員会が必要

と認める場合に、担当以外にも課長補佐職を置くことができるようにす

るものでございます。 

 次の第２項は、これに伴う必要な改正でございます。 
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 なお、施行日ですが、平成２０年１０月１日を予定しています。 

 また、実際の人事異動の議案ですが、本日、委員長に追加議案として

お願いしております議案第４６号でご審議をいただくこととなっており

ます。   

よろしく、お願いいたします。 

○鈴 木 

 委員長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

特にないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第４３号について採決をいたします。 

 本件の原案に対し、ご異議はございませんか。 

    （異議なしの声） 

○鈴 木 

 委員長 

  異義なしということで、議案第４３号は可決いたしました。 

 続いて、日程第２ 議案第４４号「平成２１年度県費負担教職員人事

異動方針（案）について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。大澤学校教育課長。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  まず、大和市公立学校県費負担教職員人事異動方針ですが、こちらに

つきましては、神奈川県教育委員会の人事異動方針にのっとっておりま

す。異動方針の３つの柱といたしまして、これは、昨年度と同じではあ

りますが、人事異動には常に終わりというものはなくて、常にこの３つ

の柱の大切な視点が重要と考えております。この方針に基づきまして、

次のページ以降の具体的な実施要領を策定しております。 

 それでは、実施要領について説明させていただきますが、特に実施要

領の２番から説明させていただきます。２の「転任及び配置換」につい

てです。 

 まず（１）では、異動は、小・中一貫教育による教育効果の向上を図

るため、校種を異にする異動について積極的に行うこととしておりま

す。 

 このことにつきましては、今年度の人事異動において、小学校から中

学校へ１名、それから小学校から県立養護学校へ１名、これは交流人事

としてやっております。中学校から県立高校へ３名、県立養護学校から
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小学校に２名、合計６名の校種間異動がありました。（８）と関連する

内容でもありますけれども、そういった状況であります。 

 （２）では、異動に際しては、性別、年齢、勤続年数等から見て、教

職員の構成の均衡が保たれるよう配慮するものとしておりますが、年齢

構成等につきましては、後ほどの資料の中で説明させていただきます。 

 続きまして、（４）ですが、教育効果を高めるため、原則として同一

校勤続３年以内の者は異動の対象としない。ただし、３年以内であって

も、行政、校種を異にする異動につきましては、異動を行うことができ

るとしております。 

 （５）では、同一校に多年勤務する者につきましては、原則として８

年で、異動の対象としております。県は１０年としておりますが、大和

市では８年としております。残りの２年間は、さまざまな事情等を勘案

しながらの調整期間という位置づけにしております。 

 続きまして、（６）についてですが、中学校においては、許可教科担

任の解消を図るよう努力するものとしておりますが、１９年度では３校

で４件ありました。２０年度につきましては、１校で１件となっており

ますので、解消傾向にあると捉えております。 

 続きまして、３の採用についてですが、採用内申を行うに当たっての

留意点ということで、特に（２）で、本人が有する免許状について確認

するということがありますが、今後は、免許更新制度がスタートします

ので、免許取得年月日がいつであるかという確認もきちんと行っていか

なければいけないと考えております。 

 続きまして、４の昇任についてですが、校長の任用につきましては、

このアの部分で、学校種別にとらわれず、新進気鋭にして、人物・識

見・能力・勤務成績・健康度等の優秀な者を任用するとしております。

特に今年度の人事におきましては、中学校経験者が、３つの小学校の校

長になっておりますが、総合的に考え、この方針で人事を考えていきた

いと思っています。 

 なお、今年度の人事におきましては、教頭から校長への昇任者数は、

７名のうち３名であります。３名とも小学校長に昇任しておりますが、
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そのうち２名は中学校の教頭からであります。教頭から校長に昇任する

か、行政職から校長に昇任するか、そういったバランスも大切な部分で

あると認識しております。 

 （２）の教頭につきましては、今年度の人事におきましては、教頭昇

任者９名のうち、小学校で４名、中学校で３名、合計７名が、総括教諭

からの昇任となっております。残り２名が、行政職からということにな

りますが、教頭におきましても、行政と総括教諭のバランスも勘案して

いかなければいけない、と考えております。 

 以上が人事異動方針案についてですが、次のページを開いていただい

てよろしいでしょうか。 

 次に、教職員人事異動の概要についての資料ですが、１番の教職員定

数につきまして、小学校が６１５名、中学校が３３１名となっておりま

す。これは前年度と比較しますと、小学校は増減なしです。中学校は１

１名の増となっております。 

 中学校の１１名の増加につきましては、学級数の増加による定数の

増、それから特別支援学級、複数配置の増加、大和中学校に国際学級を

設置したことなどによるものであります。 

 続きまして、男女・年齢別についてですが、小学校で一番多い年齢層

は、この表で見てご覧のとおり５５歳以上です。１５８名ということ

で、全体の３１％を占めております。２番目に多い年齢層は、２５歳以

上３０歳未満の８９名で、全体の１７．６％になっています。 

 中学校で見ますと、一番多い年齢層は、小学校同様５５歳以上です

が、８８名で、これも全体の３１％となっております。２番目に多い年

齢層は、小学校と違いまして、４５歳以上５０歳未満の５９名で、全体

の２１％となっております。 

 トータルして、５０歳から６０歳までを見ますと、小学校では４

４％、中学校では４５．４％という状況ではあります。 

 続いて、平均年齢についてですが、小学校が平均年齢４３．６歳で

す。中学校は４６．４歳となります。前年度と比較しますと、少しずつ

平均年齢は下がってきております。 



13 

 同一校多年勤務者数についてですが、８年、９年、１０年以上の全体

に占める教員の割合は、小学校では昨年度の９．６％から８．６％、中

学校では昨年度の１４．７％から１１．２％と、低下してきておりま

す。 

 異動状況についてですが、辞職者は、小中学校で３６名でした。これ

は定年退職、勧奨退職、自己都合による退職を含めてであります。 

 新採用者につきましては、合計で５０名とありますが、２４歳以下が

２０名、２５歳から２９歳までが１１名、３３歳から３４歳までが１５

名、３５歳から３９歳までが３名、４０歳台が１名という、そういった

新採用者の年齢構成になっています。 

 この新採用者５０名のうち、小学校では、１５名の新採用者が臨時的

任用職員、あるいは非常勤講師として、大和市での経験がある方です。

中学校では６名の方が、やはり同じように大和市での経験がある方が採

用されております。 

 臨任、非常勤等として大和市で経験を踏んで、さらに新採用として活

躍していっていただくということも重要なのではないかと思っていま

す。 

 新採用教職員数の推移ですが、２０年度は５０名、昨年度が４２名、

その前も４２名ということで、１６年度以降、３０名を超える採用が続

いております。次年度につきましては、また退職者数や再任用の希望者

数を考えますと、本年度よりは、多少減少する方向になるかと思われま

す。 

 今後、多くの方が退職することが、ここ数年後起こり得るわけで、そ

れに伴いまして、新採用の配置が求められるわけですが、現実的には、

なかなか求めた数だけ配置されないということもありまして、そのあた

りを本当に県のほうに強く今後も働きかけていきたいと思っておりま

す。 

 それから、再任用教職員数の推移ですが、今年度は、１５名というこ

とで、１人の方が２０時間分働いて、すべてがそうではないですが、定

数上は、現在、９名分となっております。 
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 今後、再任用者が多くなるにつれて、この配置についても、今後考え

ていかなくてはならないと思っています。 

 最後に、児童・生徒・教職員数の推移ということですが、小学校です

と、児童数が一番少なかったのが、平成１０年度です。１万１，１６３

名ということで、その後、１８年度までずっと増加し続けて、一旦減少

しています。 

 中学校ですと、平成１５年度が一番少なく、生徒数は５，０５９名で

すが、その後、増加し続けております。今後も市の人口推計等を考えま

すと、２４年度まで増加していくととらえております。 

 説明は以上ですが、今後は、人事上の大きな課題としまして、総括教

諭が完全配置されました小学校４、中学校３校について、特に中学校に

おいては教科との絡みがありますので、本人の異動希望もみながら、学

校長とも協議の上、異動について、慎重に進めていく考えであります。 

○鈴 木 

 委員長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いをいたします。 

 長谷川委員。 

○長谷川 

 委 員 

  平成２１年度の人事異動方針ということですが、この３つの柱は、定

番ということで、私も数年前から毎年これと同じもので改定されていな

いと認識していますが、少し遡って、これ以前に、この３つの柱につい

て、この以前の形があるのか、この形になって何年経過しているのか、

教えていただきたいのですが。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  神奈川県公立学校教職員人事異動方針というのがあるのですが、特に

この３点につきましては、過去に遡りますと、昭和３８年１月１７日の

教育委員会にて議決されたものが、その後、県の教育委員会の人事異動

方針として、今年度まで変わらず明記されております。 

○長谷川 

 委 員 

  昭和３８年に掲げられたものが、変わらないで掲げられているという

認識でよろしいでしょうか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  現時点で、３８年前に掲げられたものは、確認できておりませんの

で、そこは後ほど確認させていただきます。 
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○長谷川 

 委 員 

  毎年、この３本の柱が議題に上がっていて、それだけ整った３本柱と

いう見方もあると思いますが、逆に、これについて何を議題として検討

したらいいのかということを思い巡らせています。私にとっても、６回

目、７回目の議題となっていますが、これは、まさに枕詞として理解し

て、それ以降の実施要項等のほうで細かく対応していけばいいのかとも

思います。 

「適材適所」、「教職員の編成を刷新」ということですが、本当は、

その中に、生徒・児童のためにという言葉が入ると良いのではないと思

います。公教育として、また子どものためという視点で、この中学校

は、今は良いけれども、ほかの中学校にもう少し力を入れてあげたいと

なったときに、学校間の公平性が問題となるわけで、その場合にどちら

を優先するのか、という判断基準としては、やっぱりこの文章ではちょ

っと計り知れないので、質問をさせていただきたいのですが、教員のチ

ームワークの向上も必要だと思いますが、一体誰のための人事編成なの

でしょうか 

○山 根 

 教育長 

  「適材適所」というのは、確かに素晴らしい言葉だと思います。しか

し、例えば、今年、適材適所ということで配置しましても、時が経ちま

すと、それにつれてまた変化もしてきます。ある意味で、慣れてくると

いうこともあります。 

 そうすると、そこに新風を入れたほうがまた活性化するということが

ありますので、「適材適所」と言っていますが、そういった意味も含め

て、「適材適所」と言っています。 

 ですから、柱の１番目と２番目は、連動するわけで、「教職員の編成

を強化刷新」ということは、それは、当然、子どもの幸せのために、組

織として機能していかなければならないということです。もっと広く、

例えば他市も含めた中で、視野を広く持った中で、大和は大和だけで人

事を行うということではないという意味もあります。    

「子どもたちのためである」ということは、自明の理ということで、

書かれていないわけです。 
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○田 村 

 委 員 

  人事異動というのは、大変な作業であることは理解していますが、こ

の３本柱ついては、若干きれいごと過ぎるのではないかという思いを持

っています。 

 私がいつも異動で考えることは、全県的視野に立っているというだけ

でなくて、大和市という範囲においても、北部は北部だけで異動してい

る先生といったように、固定しかけている人がいるようです。 

せめて、市内全体を見ていただいて、北部行った人は、次は南部に行

く、または中部に行くという人事異動が必要なのではないでしょうか。

学校環境というものは、地域で違うものですから、さまざまな経験を積

んだほうが良いと思います。校長など管理職についても同様に思いま

す。 

○奥 原 

 委 員 

  この資料の人事概要２番の男女年齢別ですが、年々平均年齢が下がっ

てきているという報告がありましたが、それでも５５歳以上が３割以上

占められているということで、私自身も毎年のことながら驚いて、心配

しています。しかし、市として県に働きかけていくという報告もありま

したので、期待をしていきたいと思っています。 

３番の同一校多年勤務者数についてですが、１０年以上が小学校では

７名、中学校でも８名とあり、「１０年以上」となっているので、１１

年以上の先生は、何名いらっしゃるのか教えていただけますでしょう

か。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  小学校では、１１年以上はおりません。 

 中学校では１名おりますが、教育支援教室、いわゆる適応指導教室に

勤務している者で、特例として認められるものです。 

○奥 原 

 委 員 

 

  では、その１名についてですが、特例ということであれば、その後１

２年、１３年同一という可能性も出てくるのでしょうか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  適応指導教室に勤務している教員につきましては、在籍校があるので

すが、そこでの在籍年数が例えば１１年、１２年、１３年となっても、

それは可能であるという県の確認もとれております。 
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○奥 原 

 委 員 

  その先生は特別な資格や能力を持っていると、私は感じたのですが、

そうしますと、異動先でも、その先生を必要とする生徒、子どもがいた

場合に、また十何年も同一校勤務をする可能性もあるものなのでしょう

か。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  赴任した学校で勤務する場合には、あくまでも、県の１０年と大和市

の８年というルールが定められます。 

学校には在籍をしているだけで、実際勤務している適応指導教室は、

学校ではありませんので、特例があるという意味です。 

○長谷川 

 委 員 

  この資料は、現状が数字に表れていて、非常に分かりやすいと思いま

す。 

 産休、育休、病気等での休職の先生も少なからずいらっしゃるとお聞

きするのですが、そういう方々の状況をお聞きしたいというのが一つ、

あと、そういった方の、異動はないのでしょうか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

 休職、育休などの間における異動は、基本的にはありません。 

 産休、育休の状況については、後ほど報告とさせていただきます。 

○長谷川 

 委 員 

  質問の真意としましては、多分、今後若い先生方も増えて、産休、育

休、また、父親としての育休も、とっていただくような雰囲気になって

いると思いますので、そういう方たちが、年度をまたいでの休職になっ

たときには、その方の人事異動が必要になっても、できない人数に今後

なるのではないかと思いまして、伺いました。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  育休などの人数ですが、２０年の５月１日現在で、育休に対する臨時

的任用教員の数ということでご報告しますが、小学校が１６名、中学校

が２名です。 

○鈴 木 

 委員長 

  参考に、お聞かせ願いたいのですが、男性教員で、育児休暇というの

は、ありますか。 

○大 澤 

 学校教育 

 課 長 

  現在はおりません。 
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○鈴 木 

 委員長 

  一貫教育の観点によって、小学校、中学校、あるいは高等学校も含め

て、交流ということで、中学校の教員が小学校の校長等に就任するとい

うケースが数字として、挙がっていますが、結果としてそのようになっ

ているのかもしれませんが、逆のケースはないように思います。 

 そのことに対して、小学校の教員がどのように受けとめているのでし

ょうか。市の行政のほうに出向している教員も、現在は小学校の方もい

らっしゃいますが、一時期は全部中学校だったということもありまし

た。そういったこともありますので、小学校・中学校のバランスも小学

校の教員の立場からすると、かなり関心事ではないかと思います。 

質問ですが、校種間交流で常に中学校から小学校へ行くという理由、

また、市行政に出向する教員が、中学校が圧倒的に多い理由、さらに、

そのことについて、小中学校の教員がどのように受け止めているのか、

お伺いします。 

○山 根 

 教育長 

  今、お話がありましたように、結果としてそうなっているというのが

現状です。当然のことながら、今後も、バランスを念頭に置いてやって

いきたいと思います。 

 実は、私も小学校から中学校へ行きましたから、ないわけではないと

思います。 

○鈴 木 

 委員長 

  そうですか。 

 奥原委員。 

○奥 原 

 委 員 

  先ほどの、男女年齢別の話で、意見を述べさせていただきたいのです

が、以前の学校訪問で、校長先生や先生方からお話を聞いた際に、若い

教員が増えて、以前より、活発的になったという表現をされている学校

がある一方で、ベテランが多いので、落ちつきがあると言えば落ちつき

がありますが、という報告をされた学校もありました。学校によって人

事というのはとても難しいということはわかっていますが、年齢という

意味でも、今後、学校間の均衡を考えて人事を行っていただきたいと思

います。 

○鈴 木 

 委員長 

  ほかにございませんか。 

 採用については、直接的には県の権限ですが、昇進などについては、
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市のかかわりが大きいわけで、今、他県で思わしくない事件が話題にな

っておりますので、くれぐれもこの３つの柱を遵守していただきたいと

思います。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第４４号について採決をいたします。 

 本件の原案に対し、ご異議はございませんか。 

    （異議なしの声） 

○鈴 木 

 委員長 

  異議なしということですので、議案４４号は可決いたしました。 

 続いて、日程第３ 議案第４５号の審議に入りますが、この議案第４

５号は人事案件でございますので、非公開にしたいと思いますが、ご異

議はございませんでしょうか。 

    （異議なしの声） 

○鈴 木 

 委員長 

  異議なしということでございますので、日程第３ 議案第４５号は非

公開といたします。 

 関係者以外の退席をお願いいたします。 

 なお、関係者として、教育総務部長と総務課長を指定いたします。 

 それでは、暫時休憩とさせていただきます。 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時０２分 

○鈴 木 

 委員長 

  それでは、再開いたします。 

 続いて、日程第３ 議案第４５号「大和市教育委員会委員長及び委員

長職務代理者の選任について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。井上総務課長。 

 （以下、審議等非公開） 

○鈴 木 

 委員長 

  再開いたします。 

 議案第４５号の審議の結果について、報告いたします。 

 次期教育委員会委員長に田村委員、委員長職務代理者に長谷川委員と

決定いたしました。 

 それでは、田村委員にごあいさつをお願いします。 
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○田 村 

 委 員 

  先ほど、新しい委員長にご指名いただきました田村でございます。 

 本来なら、鈴木委員長にそのまま続けていただきたいわけですが、選

任されましたので、微力ですが職務を果たしたいと存じます。 

 「教育委員会は一体何をやっているか」といった声が、昨年度から

多々出てきました。今回の大分県の問題についても、県の教育委員会で

すが、もっと委員がタッチすべきではないということも、言われてまい

りました。目が非常に厳しくなっております折から、私どもも心してい

かなくてはいけないと覚悟しております。 

 ここにいらっしゃる皆様方のご協力とご支援をいただきながら、新し

い職務を果たしていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○鈴 木 

 委員長 

  それでは、次回からの席次について、井上総務課長からご報告くださ

い。 

○井 上  

 総務課長 

  次回からの席次でございますが、１番、長谷川委員、２番、奥原委

員、３番、教育長、４番、鈴木委員、５番、田村委員ということでお願

いいたします。 

 以上でございます。 

   

 ◎そ の 他 

 

○鈴 木 

 委員長 

  それでは、続いて、その他に入ります。 

 各課で報告事項を順次、ご報告願います。 

 井上総務課長。 

○井 上  

 総務課長 

  「光丘中学校新校舎落成式並びに創立５０周年記念式典の概要」をご

覧いただきたいと思います。 

 光丘中学校の建替えですが、おかげさまで平成１８年度から２０年

度、３カ年事業として整備を進めてまいりました。今年の３月に校舎が

完成し、また、８月末におきましては、運動場、外構工事が無事終了す

ることで、すべて完成に至りました。 

 建替えに当たりまして、委員長を初め各委員のご協力、ご支援につき

まして改めて厚く御礼申し上げます。 
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 ご承知のとおり光丘中学校につきましては、来年創立５０周年を迎え

ます。落成式については、光丘中学校の関係者で構成する５０周年記念

事業実行委員会という組織があり、この実行委員会から光丘中学校の校

舎の新設に合わせて、１年前倒しで、落成式と合わせて５０周年記念事

業を実施したいという申し出がございまして、教育委員会の私どもとい

たしましては、校舎が既に完成し、子どもたちが使用している、さら

に、子どもたちや、来賓者の方々にとっても、同時に開催することによ

り、より強くアピールができ、記憶にも残るものとなる、また、地域と

一体で行事を行うこと、さらに効率性といったものを総合的に判断し、

合同で行うこととしましたので、改めて報告させていただきます 

 まず、日時でございます。平成２０年１０月１１日土曜日、午前１０

時から始めたいと思っております。参加者ですが、生徒約７４０名、教

職員６０人、来賓が２００名、合計約１，０００人規模のイベントにな

るものです。 

 この式典の中身ですが、落成式の部分につきましては、お手元の資料

のとおり、１０時から１５分程度になるかと思います。 

光丘中学校が新たに出発するということで、オープンセレモニー、こ

れはテープカットを予定してございます。委員長をはじめ、市長、来賓

の皆様方に出席をお願いしています。 

 続いて、５０周年の記念式典の中身でございますが、おおむね１時

間、６０分を予定していまして、祝辞、来賓の皆様方の紹介、５０周年

の記念事業の報告、生徒代表のお礼の言葉で式典を順次進めていくとい

うことでございます。 

 次に体育館においてアトラクションですが、光丘中学校の吹奏楽部の

皆さん、中庭を利用しての祝賀会と進んでいきます。こちらにつきまし

ては、有志で１００人程度の参加が今のところ予定されております。 

 最後ですが、見学会としまして、校庭、校舎などについて、私ども事

務局が中心となってご案内をしていく予定でございます。 

 すべてのプログラムの終了予定時刻は、１６時までとなっておりま

す。 
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以上の予定で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○鈴 木 

 委員長 

  何かご意見等ありますか。 

 長谷川委員。 

○長谷川 

 委 員 

  落成式と創立５０周年記念行事を合わせての１日になろうかと思いま

す。 

式典全体を、スムーズに進めることも大切ですが、公の建物が完成

し、その事業を行った市、そして教育委員会として、落成式をしっかり

した形をとって行うことも大事だと思います。特に学校の生徒、関係者

にとっては、この校舎を使わせてもらうという気持ちを新たに持つ意味

で、落成式は、重要な儀式なのではないかと思います。 

５０周年記念行事として、実行委員会の方たちにお任せするところ

と、落成式の部分については、当日来ていただいた方の中で、はっきり

とイメージが区切られる良いと思います。詰めの段階だと思いますが、

その方向で、そのような意見を寄せさせていただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○鈴 木 

 委員長 

  次は、浜田保健給食課長からお願いします。 

○浜 田 

 保健給食 

 課 長 

  「大和市学校給食費検討委員会の招集」につきまして、ご説明いたし

ます。 

 ご存じのように、食材の高騰が差し止まることなく進んでいる現状が

ございます。その中で、事務局としましては、給食の献立などを工夫

し、また、物資選定委員会で食材の選定も工夫、努力しているところで

ございます。しかし、これらも、食材の高騰が続いていることで、限界

に近づいているのが現状でございます。 

 そのようなことから、１０月に、大和市学校給食費検討委員会を、教

育長のもと、招集させていただきまして、給食費の適正な金額等につき

まして検討いただくということといたしました。 

 こちらにつきましては、この大和市の学校給食費検討委員会は、平成

１０年に開催されておりまして、そこで決定された金額の給食費で 10
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年間やりくりをしてまいりました。 

今会は、お手元の要綱にございますように、メンバーとしまして、小

学校から２名、中学校から１名、大和市ＰＴＡ連絡協議会から６名、内

訳としましては、単独校の小学校から２名、受入校の小学校から２名、

中学校から２名ということで、９名によりまして給食費の検討をしてい

だくということでございます。 

 日程は、１０月３日（金）を予定しています。 

 裏面をご覧下さい。 

現在の１食当たりの給食費、平成１１年に、１食２２０円で、小学校

の場合月額３，７００円という形で決定しています。 

 食基準単価の内訳を見ていただきますと、平成１１年は、主食と牛

乳、おかずを平均しますと、１食２２０円という単価でやっていたもの

でございます。 

 平成２０年度ですが、２３１円６０銭ということで、やはりこれだけ

の分、食材費が上昇している現状がございます。 

 中学校につきましても、平成１１年に、１食２５４円、月額として

４，１５０円という形で現在給食費を徴収させていただいていますが、

２０年度現在では、単価２６３円となっております。 

 そのようなことから、今回、検討委員会を招集し検討していただきた

いということで、お願いするものでございます。 

○鈴 木 

 委員長 

  質問、ご意見等ございますか。 

 奥原委員。 

○奥 原 

 委 員 

  資料の２ですが、米飯については、１１年度と２０年度を比べると、

逆に値下げになっています。ただ、この単価というのは、よくお米の場

合だと炊いたり、また食器のときには食器を洗ったりと、そういった手

間暇も含めての計算かとは思いますが、米中心にすると、おかずが値上

がっても、差し引きがゼロになるようなことというのは、考えられます

でしょうか。 

○浜 田 

 保健給食 

  この単価は、１つの例として、１食当たりをわかりやすい形で算出し

たものでして、このように、主食と牛乳とおかずという形で給食を提供
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 課 長 しているものでございます。 

 米飯あるいはパン等につきましては、その時点の物価や米の需給バラ

ンスなどを勘案し、算出したものでございます。今、奥原委員の言われ

ている人件費などの手間の費用は含んでございません。あくまでも、食

材という形での比較をしたものでございます。 

○田 村 

 委 員 

  検討委員会の委員ですが、この中には、栄養士の代表は入らないので

しょうか。 

○浜 田 

 保健給食 

 課 長 

  栄養士は入ってはいませんが、事務局という形で参画しています。 

○鈴 木 

 委員長 

  ほかになければ、次に移りたいと思います。 

 中村指導室長。 

○中 村 

 指導室長 

  「平成２０年度ストップいじめ子どもフォーラム」の開催について、

ご報告させていただきます。 

 本年度教育委員会の重点課題に挙げられております、「いじめ、不登

校対策」の一つとして、当初よりいじめ防止フォーラムを計画しており

ました。年度初めの小中学校の校長会におきまして、フォーラムに参画

する学校を募りましたところ、林間小学校、深見小学校、つきみ野中学

校、下福田中学校の４校から応募がありました。 

 ６月から応募のありました児童会、生徒会の児童・生徒を集めて実行

委員会を設置し、フォーラム名、当日までの日程と内容などの検討を行

いました。 

 また、実行委員会ではポスターやチラシなどもつくりたいという積極

的な意見も多く出されまして、お手元にありますカラー刷りのものです

が、ポスター・チラシとしました。 

 チラシとして、全児童・生徒に配るとともに、９月２０日からコミバ

ス「のろっと」に掲示していただいたり、コミセンのほうにも掲示して

いただいたり、多くの市民の方に周知する手だてをとっております。 

 実施の内容につきましては、１０月１８日の土曜日、１３時３０分か

ら保健福祉センターの１階のホールで、開催します。ポスターの表彰、
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各学校の取り組みの紹介を行い、「大和いじめ撲滅宣言」の採択、そし

て、神奈川県教育委員会委員の具志堅幸司さんの講演等を予定しており

ます。 

 「いじめ、不登校対策」につきましては、このフォーラムをイベント

として行うのではなく、フォーラムの中で採択していただくことになっ

ています撲滅宣言の部分、これを各校に徹底し、情報の共有化を図って

いきたいと思っております。 

 また、来年の１月１０日ですが、「夜回り先生」で有名な水谷修さん

をお招きしまして、人権の立場からの講演を予定しております。 

 ここでは、自分の中だけで悩みを抱えている子どもたちに焦点を合わ

せ、自分の中だけで決めてしまわないようにするためにはどうしたらい

いか、また、つらいのにつらいと言えない子どもたち、つらさを話すよ

うにさせるにはどうしたらいいのか、周りにいる大人ができること、友

達ができることなどを、多くの事例から、話していただくということ

で、今のところ計画が進んでおります。 

 １０月１８日「ストップいじめ 子どもフォーラム」におきまして

は、当日、会場のほうにお席をご用意してありますので、ご出席のほう

よろしくお願いしたいと思います。 

  

○鈴 木 

 委員長 

  よろしいですか。 

 では、次へ移りたいと思います。 

 伊藤教育研究所長。 

○伊 藤 

 教育研究 

 所 長 

  ８月２３日に行われました「やまと おもしろ科学館」について報告

をさせていただきます。 

 当日の来場者は、３９４人で、昨年よりは若干減っております。当日

はお天気が余りよくなかったのですが、その条件を考えると、入場者数

は多かったのではないかと思っています。 

 多くが親子で来場されています。子どもが単独で来るというケースは

余りございませんでした。 

 昨年、長谷川委員からアドバイスをいただきましたので、地域別の来
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場者数をとってみました。南部や中部が多く、特に南部に集中している

という感じがありました。 

 開催の内容ですが、サイエンスショーは、三浦市の益田孝彦先生にお

願いをして、今年も好評のうちに終わりました。 

 体験ブースにつきましては、９団体に協力をいただいております。小

中学校の教職員の参加が今回多かったのは、喜ばしいことと思っていま

す。 

 ギャラリーの展示として、ＪＡＸＡのほうからご協力をいただきまし

た。 

 今回、運営のボランティアを、いつも大学生にお願いをしているので

すが、今回は参加が少なく、２名だけということになりました。 

 来場者の主な感想を、資料に載せましたので、お読みになっていただ

ければと思います。おおむね好評ですが、中には、「ただ、作るだけで

なく、どうしてそうなるのかという説明があるともっとよかった。」と

いうご意見もありました。また、低学年をカバーできるものが多くなり

ますので、「高学年向けのものがあるとよかった」という感想もいただ

いています。次に向けて工夫や改善を図っていきたいと思っています。 

 今後、１２月に県立青少年センターと共催で「冬のおもしろ科学館」

を開催する計画をしております。１２月２０日に生涯学習センターで行

いますので、ご都合がよろしければ見学に来ていただければと思ってお

ります。 

○鈴 木 

 委員長 

  何かありますか。 

 長谷川委員。 

○長谷川 

 委 員 

  当日の来場者数の把握について、反映していただきありがとうござい

ます。 

 学年別のほうを注目して、感想を述べさせていただきます。 

小学校低学年、もしくは３・４年生が一番多く、９２人と出ています

が、高学年で人数が減ってしまっているのが少々残念です。 

「やまと おもしろ科学館」のねらいは、想像するに、「楽しい工作

遊び」というところから、いかに科学や理数に結びつけるかというもの
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があると思います。本当は、小学校高学年、中学生が増えていくと、素

晴しい成果につながるかなと思います。 

 ロボット選手権や、新聞社が行っている理科のコンテストなどでは、

大人もびっくりするような非常に高度な実験や観察で入賞する活動も見

られますので、やはりすそ野からそこまでの橋渡しとして、例えば、会

場の飾りつけ、ポスターなども、工夫していただいて、高学年をターゲ

ットに据えてみてはいかがでしょうか。例年好評な行事なだけに、毎年

参加者の年齢が上がってくるのと同時に、自然に少し対象年齢を上げて

いけたらと思いました。 

○伊 藤 

 教育研究 

 所 長 

  こちらも、高学年になると徐々に参加人数が減っていくことが悩みで

して、理科離れと言われている現象がそのままあらわれてしまっている

のかなという印象を持っています。 

 「おもしろ科学館」は、お母さんやお父さんが兄弟を連れてきますの

で、上のお子さんも楽しむのと同時に、一緒に来る下のお子さんも楽し

めるような配慮をしなければいけないということで、年齢の幅が広いの

で、ブースの出展について苦慮はしております。 

 ただ、本来の目的を達するために、高学年に向けたより深みのあるも

のを設定していく必要があると考えておりますので、次回に向けて、改

善をしていきたいと思っております。 

○奥 原 

 委 員 

  今年も、見学をさせていただきました。 

 先ほどから、高学年向けにというお話をいただきまして、私は、恥ず

かしながら、子どもたちが夢中で工作し、実験を成功させている表情を

見て、私も参加したいと思いました。子どもたちと一緒に並んで順番待

ちをすると、逆に後ろの子どもたちにも迷惑なので、参加している子を

見て、その気持ちが自分の中にも入っていって、「できた、ああうれし

い」という気持ちになりました。 

 そのように、ほかの子どもたちが真剣に参加しているところを見て、

「じゃ僕も並んでやろう、私もやりたいわ」という興味を持って、そこ

から、「これは何だろう」という自分から疑問に思うというのも一つ必

要だなと思いました。高学年向けというお話もありましたので、そちら
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も必要だと思いますし、また、今の体制も重要だと思いましたので、感

想を述べさせていただきました。 

 質問ですが、１２月に「冬のおもしろ科学館」があるということで、

こちらはどのように展開していくかというイメージはできていますでし

ょうか。 

○伊 藤 

 教育研究 

 所 長 

  詳細は決まっておりませんが、参加を依頼する企業が、県の青少年セ

ンターのつながりで協力をいただくものが多いので、また市内とは違っ

たつながりができるかなと思っています。 

 サイエンスショーの講師も、県立高校の先生にお願いするような計画

と聞いておりますので、連携を図りながら詰めていきたいと思います。 

 また決まりましたら、ご連絡いたします。 

○鈴 木 

 委員長 

  では、次へ移ります。 

 小方生涯学習センター館長。 

○小 方 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  光丘中学校の特別教室の開放について、ご報告いたします。 

 特別教室の開放は、既に渋谷中学校、引地台中学校、渋谷小学校、中

央林間小学校の４校を開放しております。ここで５校目として、光丘中

学校を、平成２０年１０月１８日から開放をいたします。 

 開放の予定施設といたしましては、調理室、被服室、音楽室、視聴覚

室、技術教室、美術室でございます。 

 開放の日、時間につきましては、平日は１９時から２１時。学校休業

日につきましては、９時から２１時まで。学校休業日は、土曜日、日曜

日、国民の休日、祭日、長期休業日としております。 

 開放停止日は、原則月曜日となります。学習センターが休館のときは

停止をしております。さらに年末年始、１２月２８日から１月３日、学

校事情による場合がございます。 

 利用団体でございますが、行政機関、公共的団体、社会教育団体、生

涯学習センター利用登録団体、学校施設利用団体となります。 

 管理運営は、光丘中学校につきましては、生涯学習センターで実施し

ます。学習センターは施設管理と、光丘中学校と利用者との調整を行い

ます。開放時間中は管理人を１名配置いたします。 
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○鈴 木 

 委員長 

  続けて小方生涯学習センター館長。 

○小 方 

 生涯学習 

 センター 

 館 長 

  「大和市生涯学習センターまつり」、「第２１回楽しもう仲間と一緒

に！」と題しまして、サークル活動団体の成果発表がございます。参加

は４１団体でございます。 

 １０月１１日土曜日、１２日日曜日、開催時間は１０時から１６時、

場所につきましては大和市生涯学習センターホールと本館、北館で行い

ます。入場は無料でございます。 

 主催は大和市生涯学習センターまつり実行委員会、大和市教育委員会

でございます。ぜひ見にきていただければと思います。 

○鈴 木 

 委員長 

  今の２件について、何か特別にございますか。よろしいですか。 

 ほかに事務局から何かございますでしょうか。 

 委員のほうから何かございますか。 

 ないようですので、１０月の定例会の日程をお知らせして、その他を

終了いたします。 

 １０月の定例会は１０月１６日木曜日、午前１０時からを予定してお

ります。 

   

 ◎議  事 

 

○鈴 木 

 委員長 

  それでは、ここで日程の追加をさせていただきます。 

 日程第４といたしまして、議案第４６号「大和市教育委員会職員の人

事異動について」を追加いたします。 

 この議案は人事案件ですので、非公開にしたいと思いますが、ご異議

はございますでしょうか。 

    （異議なしの声） 

○鈴 木 

 委員長 

  異議なしということでございますので、日程第４ 議案第４６号は非

公開といたします。関係者以外の退席をお願いいたします。 

 なお、関係者として、教育総務部長、生涯学習部長、総務課長、社会

教育課長を指定いたします。 
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 それでは、暫時休憩とさせていただきます。 

休憩 午前１１時４１分 

再開 午前１１時４３分 

○鈴 木 

 委員長 

  それでは、再開いたします。 

 日程第４ 議案第４６号「大和市教育委員会職員の人事異動につい

て」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。井上総務課長。 

○井 上  

 総務課長 

  それでは、説明させていただきます。 

 「大和市教育委員会職員の人事異動について」でございます。 

 ６級以上の職員についてですが、教育委員会から市長部局へ転出され

る方につきましては９月３０日付、教育委員会へ採用される方について

は１０月１日付で行うものでございます。 

 内容につきましては、お手元の資料のとおりとなってございます。  

○鈴 木 

 委員長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 特にないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第４６号について、採決をいたします。 

 本件の原案について、ご異議はございませんか。 

    （異議なしの声） 

○鈴 木 

 委員長 

  異議なしということですので、議案第４６号は可決いたしました。 

   

 ◎閉  会 

 

○鈴 木 

 委員長 

  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 これにて、教育委員会９月定例会を閉会といたします。 

  閉会 午前１１時４５分 
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